
 

 札幌市公文書館年報 

 

 

第１号 

 

平成２５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市公文書館 

 

 



目次 

Ⅰ 館の概要 

１ 設置目的・事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 ２ 沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 ３ 組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 ４ 施設概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 ５ 予算・決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

Ⅱ 平成 25年度事業実績 

１ 所蔵資料 

 ⑴ 公文書の受入・選別・保存冊数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  ⑵ 一般資料収集・所蔵状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

  ⑶ 特定重要公文書公開審査状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  ⑷ 資料の修復・保存処置実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 

２ 利用状況 

  ⑴ 来館者・閲覧室利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

  ⑵ 特定重要公文書利用請求・閲覧利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 ⑶ 一般資料利用申請・閲覧利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

  ⑷ 複写サービス利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

  ⑸ レファレンス状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

  ⑹ 公文書館ホームページ資料検索アクセス数集計・・・・・・・・・・・・・・ 9 

  ⑺ 視察・見学会受入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

⑻ 資料掲載状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

３ 普及・啓発 

  ⑴ 講座開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

  ⑵ 開館記念イベント開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

  ⑶ 企画展示開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

  ⑷ 刊行物刊行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

  ⑸ 職員の専門研修への参加状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

  ⑹ 職員向け研修実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 

Ⅲ 常設展のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 



Ⅳ 公文書館関係規程 

 １ 札幌市公文書館条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

 ２ 札幌市特定重要公文書の利用等に関する規則・・・・・・・・・・・・・・・・28 

 ３ 札幌市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準・・・・・32 

 ４ 札幌市公文書館利用要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

 ５ 札幌市公文書管理条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

 ６ 札幌市公文書管理規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

 

○利用案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Ⅰ 館の概要 

 

１ 設置目的・事業 

市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で重要な資

料となる公文書（特定重要公文書）を適切に保存し、市民等の利用に供することを目的

としています。 

  この目的を達成するため、下記の事業を行います。 

⑴ 特定重要公文書を保存し、一般の利用に供すること。 

⑵ 特定重要公文書の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 

⑶ 本市の歴史及び特性に関する調査研究及び情報提供を行うこと。 

⑷ その他公文書館の設置目的を達成するために必要な事業 

 

２ 沿革 

年 度 内  容 

昭和 51 教育委員会に文化資料室設置 

平成 12 
第４次長期総合計画・第１次５年計画（平成 12～16 年度）に「歴史的公

文書等の保存・活用に関する基礎調査」が盛り込まれる。 

平成 15 
「札幌市及び市民が所有する図書・資料等の収集と保管・公開を行う機能

（施設）の整備に関する陳情」が市議会で採択 

平成 16 
「歴史的公文書等の保存・活用に関する基礎調査結果報告書」作成 

歴史的公文書等収集保存事業を開始 

平成 18 文化資料室を旧豊水小学校に移転 

平成 19 

機構改革により文化資料室が教育委員会から総務局に移管 

第４次長期総合計画・第２次新まちづくり計画（平成 19～22年度）に「札

幌市公文書館整備基本構想策定」が盛り込まれる。 

平成 20 「札幌市公文書館基本構想検討委員会」設置 

平成 21 「札幌市公文書館基本構想」策定 

平成 23 「札幌市公文書館整備計画」策定 

平成 24 

「札幌市公文書管理条例」制定 

旧豊水小学校の耐震改修等工事を実施 

「札幌市公文書館条例」制定 

平成 25 札幌市公文書館開館（７月１日） 

 

３ 組織 

館長 ― 管理係長 ― 担当職員（3）、非常勤職員（6）、臨時職員（1） 
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４ 施設概要 

所在地 札幌市中央区南８条西２丁目５－２ 旧豊水小学校複合施設 

構造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ）、地下１階・地上３階建 

延床面積 2,569㎡（公文書館専有部分） 

主な施設 
書庫 992㎡、閲覧室 160㎡、常設・企画展示室 231㎡、講堂 128㎡、 

資料整理・作業室 122㎡ 

 

 

５ 予算・決算 

  25年度予算 36,904千円 

  25年度決算 37,910千円 

  26年度予算 36,600千円 
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Ⅱ 平成 25年度事業実績 

 

１ 所蔵資料 

 ⑴ 公文書の受入・選別・保存冊数 

 

ア 特定重要公文書受入・保存簿冊数（平成２４年度満了文書） 

局 別 受入簿冊数 

原課保存年限別内訳 

30年以上 
10年以上   

30年未満 
10年未満 

危機管理対策室 5 0 5 0 

市長政策室 1,092 501 405 186 

総務局 1,241 1,129 42 70 

市民まちづくり局 237 75 100 62 

財政局 1,119 730 33 356 

保健福祉局 82 27 44 11 

子ども未来局 40 33 6 1 

環境局 116 53 53 10 

経済局 179 115 33 31 

観光文化局 59 30 18 11 

建設局 170 131 16 23 

都市局 5 0 5 0 

交通局 8 8 0 0 

水道局 5 0 0 5 

病院局 4 0 0 4 

各区 4 0 1 3 

教育委員会 102 85 8 9 

議会事務局 369 368 0 1 

農業委員会 9 0 9 0 

簿冊総数 4,846 3,285 778 783 

※簿冊の作成および所管担当が機構改編により変更されている場合は、平成 25年現在の局編 

成により分類して集計した。 

※保存年限が不明な場合は、簿冊の完結年度から判断して分類、集計した。 
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イ 特定重要公文書の移管指定（平成 25年度満了分） 

平成 25年度満了（平成 26年度受入）の特定重要公文書について、以下の日程により移

管指定作業を実施しました。 

 

① 25 年度満了予定簿冊（112,268 件、7 月末現在）について、公文書館では、1,274

件を移管指定しました。また、各課では、25 年度満了予定簿冊について、下表のと

おり、延長及び移管を指定しました。 

【公文書館の移管指定状況】 【各課の移管指定状況】 

項 目 件数    項 目 件数 

移管指定       ㋐ 1,274  移管指定 224 

未指定（＝廃棄） 110,994   各課のみ指定分   ㋑ 121 

合計 112,268  延長指定 11,094 

    公文書館移管指定分 ㋒ 996 

   未指定（＝廃棄） 100,950 

   合計 112,268 

② 公文書館及び各課の指定状況を集約し、全体の状況を各課へ通知しました。（10月

30日） 

【10月 30日時点の移管指定状況】 

項 目 件数 

移管      ㋐＋㋑－㋒ 399 

延長 11,094 

 移管指定済み 996 

 未指定 10,098 

廃棄 100,775 

合計 112,268 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① ② ③ ④

作
業
手
順

指

定

通

知

各
課
と
の
協
議

協

議

終

了

審
議
会
で
の

意
見
聴
取

移

管

決

定

各課による延

長及び移管指
定

公文書館による移管

指定
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③ 各課と協議を行い、移管指定簿冊を選定しました（12月末）。 

【12月末時点の移管指定状況】 

項 目  件数 割合 備 考 

移管 (A) 236 0.2%  

延長  11,253 10.0%  

 移管指定済み (B) 1,055 0.9% 満了時に移管見込 

 未指定  10,198 9.1% 満了時に再検討 

廃棄  100,779 89.8%  

合計  112,268    

    移管指定率＝1.1％〔(A)＋(B)〕 

移管率＝0.2％ (A) 

      

※ 参考【公文書館が当初移管指定した 1,274件の最終的な状況】 

項 目 件数 割合 備 考 

移管 221 17.4%  

延長 1,035 81.2% 満了時に移管見込 

廃棄 18 1.4%  

合計 1,274    

 

④ 10 年以上保存された廃棄予定簿冊について、公文書管理審議会で意見を聴取し、

最終的な移管簿冊を決定しました。 

 

  

  ⑵ 一般資料収集・所蔵状況 

種 別 
刊行物・文書 

写真 地図 絵葉書 
新聞スク

ラップ 
合 計 

行政資料 図書他 

平成 24年度まで 

(文化資料室収集資料) 
10,265 38,275 69,588 958 6,719 962 126,767 

平成 25年度      

収集点数 
166 178 0 22 26 0 392 

所蔵総点数 10,431 38,453 69,588 980 6,745 962 127,159 
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 ⑶ 特定重要公文書公開審査状況 

所蔵簿冊数 審査済簿冊数 
結果別内訳 

公開 一部公開 非公開 

4,846 1,871 1,840 30 1 

※ 所蔵公文書数については整理中の簿冊を含む。 

 

 ⑷ 資料の修復・保存処置実績 

本年度は開館・受入初年度にあたるため、すでに保存期限 30年を超過した多くの公

文書を受入れました。そのため、年代の古い公文書など、特に劣化が著しく緊急性の

高い資料を優先して修復・補修をおこなっています。作業内容は、公文書（約 4,000

冊）および一般資料・写真資料（約 50点）に対し、クリーニング、保全処置（中性紙

保存容器へ収納等）、簡易補修（綴り直し、しわ伸ばし等）を実施し、金属性綴じ具類

（ステープラー針、虫ピン）等を除去する予防措置を併せて行いました。 
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２ 利用状況 

 ⑴ 来館者・閲覧室利用者数 

月 開館日数 来館者数 
平均来館

者数／日 

閲覧室 

来館利用者数 

平均利用

者数／日 

7 月 22 473 22.5  81 3.7 

8 月 23 317 15.1  86 3.7 

9 月 20 137 6.5  48 2.4 

10月 23 119 5.7  65 2.8 

11月 21 89 4.2  58 2.8 

12月 20 70 3.5 50 2.5 

1 月 20 52 2.6  34 1.7 

2 月 19 200 10.5  59 3.1 

3 月 20 89 4.5  72 3.6 

合計 188 1,546 8.2  553 2.9 

  

⑵ 特定重要公文書利用請求・閲覧利用状況 

月 
申請件数 閲覧点数 

利用請求 簡易閲覧 計 利用請求 簡易閲覧 計 

7月 1 1 2 5 3 8 

8月 0 2 2 0 15 15 

9月 1 0 1 1 0 1 

10月 1 3 4 4 7 11 

11月 0 1 1 0 6 6 

12月 0 1 1 0 6 6 

1月 0 0 0 0 0 0 

2月 1 3 4 3 9 12 

3月 0 5 5 0 18 18 

合計 4(3) 15(1) 19(4) 13(8) 64(2) 77(10) 

※（ ）内は行政利用の数値。 
   

※特定重要公文書の利用方法として、「利用請求」とは別に基本的に申請日当日に利 

用が可能となる「簡易な方法による利用」を設けており、目録上の公開区分が「全部 

公開」又は「部分公開」の場合には、簡易な方法による利用が可能である。 
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 ⑶ 一般資料利用申請・閲覧利用状況 

月 

利用申請数 閲覧利用点数 

一般 行政 計 
行政 
資料 

刊行物
等 

写真 地図 
絵はが
き 

新聞  
スクラ
ップ 

計 

7月 67 8 75 15 157 131 24 2 4 333 

8月 78 4 82 10 198 576 52 20 11 867 

9月 43 4 47 3 73 130 21 5 28 260 

10月 52 6 58 23 103 107 28 12 10 283 

11月 50 6 56 13 57 254 25 1 16 366 

12月 41 7 48 7 173 204 8 37 57 486 

1月 31 3 34 6 96 75 26 7 17 227 

2月 46 10 56 24 196 144 29 83 36 512 

3月 66 1 67 8 119 164 26 22 169 508 

合計 474 49 523 109 1,172 1,785 239 189 348 3,842 

 

 ⑷ 複写サービス利用状況 

月 
利用者
総数 

利用資料
総点数 

特定重要 

公文書 
一般資料 

利用 
者数 

利用 
点数 

利用
者数 

利用点数 

行政 
資料 

刊行 
物等 

写真 地図 
絵は 
がき 

新聞  
スクラ
ップ 

計 

7 月 40 254 1 1 39 2 44 129 14 2 62 253 

8 月 50 410 2 15 48 1 71 270 31 13 9 395 

9 月 16 232 0 0 16 0 40 127 11 9 45 232 

10 月 33 159 3 8 30 1 27 96 12 9 6 151 

11 月 35 254 0 0 35 4 19 205 11 0 15 254 

12 月 27 345 1 6 26 1 124 171 4 6 33 339 

1 月 21 113 0 0 21 3 30 54 10 3 13 113 

2 月 35 197 1 2 34 9 28 103 17 20 18 195 

3 月 43 260 4 10 39 3 32 114 8 20 73 250 

計 300 2,224 12 42 288 24 415 1,269 118 82 274 2,182 

 

 



9 

 

 ⑸ レファレンス状況 

月 総件数 

受付方法 
相談内容・目的 

一般利用 行政利用 

来館 電話 文書 
E メ

ール 

調査 

研究 

出版 

公開 

視察 

見学 

その

他 

政策 

立案 

公開 

普及 

市民 

対応 

その

他 

7月 25 3 17 0 5 7 6 2 3 2 2 2 1 

8月 27 2 22 1 2 9 11 0 4 2 0 1 0 

9月 18 18 0 0 0 9 4 0 1 2 1 1 0 

10月 35 7 26 0 2 5 12 0 5 5 5 1 2 

11月 24 2 20 0 2 11 9 0 1 0 3 0 0 

12月 24 2  22 0 0 12 5 0 0 2 2 2 1 

1月 28 0  25 1 2 8 12 0 2 2 4 0 0 

2月 36 3  26 0 7 17 5 0 3 1 7 3 0 

3月 28 4 24 0 0 12 10 0 1 0 2 3 0 

合計 245 41  182 2 20 90 74 2 20 16 26 13 4 

 

⑹ 公文書館ホームページアクセス数集計 

札幌市公文書館では、館の周知や利用促進の一環としてホームページを運営してい

ます。学生および一般市民向け講座の案内を掲載し、特定重要公文書目録検索、館で

所蔵している図書・写真類の資料検索も可能です。また、札幌市公文書館および前身

である旧札幌市文化資料室で発行している刊行物についても一部ウェブ上に公開する

など、コンテンツの充実に努めております。 

なお下表において、特定重要公文書目録検索は平成 25年 7月のサービス開始以降の

数値、所蔵資料検索は平成 25年 6月までの旧札幌市文化資料室所蔵資料検索分を含ん

だ数値を掲載しております。 

種 別 
公文書館 

トップページ 

特定重要公文書 

目録検索 
所蔵資料検索 合 計 

アクセス数 11,088 2,322 10,625 24,035 

 

 ⑺ 視察・見学会受入状況 

利用日 視察・見学利用者 人数 

平成 25年 7月 1日 公文書館開館 記念イベント参加者 134  

平成 25年 7月 5日 テレビ局の広報取材 4  

平成 25年 7月 9日 本市職員（一般・係長職） 40  
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平成 25年 7月 11日 本市職員（一般・係長職） 40  

平成 25年 7月 26日 本市職員（部長・局長職） 100  

平成 25年 7月 30日 本市職員（部長・局長職） 81  

平成 25年 8月 6日 
藤女子大図書館情報学課程実習（教員 2名、学生 4名） 

名古屋市会議員 18名 
24  

平成 25年 8月 8日 北海道高等学校日本史教育研究会 40  

平成 25年 8月 22日 高知県庁 2  

平成 25年 8月 23日 札幌市議会議員 2名、インターンシップ学生 4名 6  

平成 25年 8月 26日 
全史料協セミナー（全史料協会員、道内自治体文書事務担当

者） 
34  

平成 25年 8月 30日 真駒内連合町内会 50  

平成 25年 9月 5日 テレビ局の広報取材 4  

平成 25年 9月 20日 市友会 48  

平成 25年 10月 4日 相模原市役所 1  

平成 25年 10月 23日 札幌市立茨戸小学校 6年生 20  

平成 25年 10月 25日 熊本市役所 1  

平成 25年 10月 26日 北海道史研究協議会 13  

平成 25年 11月 6日 札幌大学（教員 1名、学生 9名） 10  

平成 25年 11月 16日 八王子市議会議員 5  

平成 25年 11月 21日 和歌山市役所 2  

平成 25年 11月 22日 
チェスターヒル研究会（オーストラリア国立公文書館日系企

業資料研究グループ） 
3  

平成 26年 3月 25日 テレビ局の広報取材 4 

合 計 666 

 

 

 ⑻ 資料掲載状況 

利用日 利用者区分 掲載資料 利用資料 
利用点

数 

平成 25年 7 月 2日 出版社 雑誌 写真 7 

平成 25年 7 月 2日 法人 印刷紙 PR誌 写真 1 

平成 25年 7 月 4日 北海道開拓記念館 体験学習行事 写真、絵はがき 14 

平成 25年 7 月 4日 
大通公園まちづくりセ

ンター 

中央地区町連 40周年記

念誌 
写真、地図 63 
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平成 25年 7 月 6日 出版社 書籍 写真、図書 2 

平成 25年 7 月 13日 個人 書籍 写真 2 

平成 25年 7 月 17日 NPO法人  写真展示 写真 61 

平成 25年 7 月 26日 法人 講座用説明資料 写真 15 

平成 25年 7 月 27日 教職員 授業用学習資料 地図 1 

平成 25年 7 月 30日 個人 自費出版 写真 5 

平成 25年 7 月 31日 個人 記念誌 図書 5 

平成 25年 8 月 2日 町内会 講座資料 図書 6 

平成 25年 8 月 3日 町内会 記念誌 
行政資料、図書、

地図 
4 

平成 25年 8 月 3日 金融機関 ロビー展示 写真 19 

平成 25年 8 月 3日 出版社 雑誌 地図 20 

平成 25年 8 月 6日 NPO法人 写真展示 写真 7 

平成 25年 8 月 7日 まちづくりセンター 
地域の写真展及び写真

集 
写真 90 

平成 25年 8 月 7日 新聞社 新聞掲載 写真、図書 8 

平成 25年 8 月 8日 新聞社 新聞掲載 写真 1 

平成 25年 8 月 9日 個人 ホームページ掲載 写真、絵はがき 13 

平成 25年 8 月 9日 公益社団法人 講座の展示 写真 34 

平成 25年 8 月 13日 法人 印刷紙 PR誌 写真 2 

平成 25年 8 月 21日 札幌市市長政策室 市長講演で使用 写真、図書 8 

平成 25年 8 月 22日 個人 小学校同期会用冊子 写真、図書 38 

平成 25年 8 月 29日 個人 展示 写真 46 

平成 25年 9 月 6日 放送局 テレビ番組 DVD 1 

平成 25年 9 月 12日 法人 テレビ番組 写真 3 

平成 25年 9 月 14日 出版社 書籍 写真 63 

平成 25年 9 月 18日 札幌市市長政策室 市主催表彰式で使用 写真 9 

平成 25年 9 月 18日 出版社 雑誌 写真 3 
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平成 25年 9 月 18日 個人 同窓会誌 
写真、絵はがき、

地図 
7 

平成 25年 9 月 24日 
札幌市市民まちづくり

局 

札幌市市民憲章制定 50

周年記念事業 
写真 22 

平成 25年 9 月 25日 法人 会誌 写真、地図 7 

平成 25年 9 月 25日 法人 広報誌 写真 7 

平成 25年 10月 1日 
札幌市市民まちづくり

局 

札幌市市民憲章制定 50

周年記念事業 
写真 2 

平成 25年 10月 2日 法人 店内にて公開 写真 7 

平成 25年 10月 8日 NPO法人  写真展示 写真 26 

平成 25年 10月 8日 医療機関 広報誌 写真 1 

平成 25年 10月 16日 放送局 テレビ番組 地図 1 

平成 25年 10月 17日 個人 ホームページ掲載 写真、絵はがき 13 

平成 25年 10月 19日 出版社 雑誌 写真、地図 9 

平成 25年 10月 23日 法人 パンフレット 写真 4 

平成 25年 10月 30日 教職員 授業用学習資料 
写真、新聞スクラ

ップ 
19 

平成 25年 10月 31日 法人 広報誌 写真 2 

平成 25年 10月 31日 法人 広報誌 写真 4 

平成 25年 10月 31日 法人 印刷紙 PR誌 写真 3 

平成 25年 11月 1日 個人 大学学報 写真 2 

平成 25年 11月 5日 札幌市観光文化局 
札幌市スポーツ推進委

員会広報誌 
写真 4 

平成 25年 11月 7日 金融機関 店内展示 写真 9 

平成 25年 11月 7日 札幌市中央区役所 
広報さっぽろ 2013 年

12 月号中央区版 
写真 12 

平成 25年 11月 8日 法人 展示 写真 3 

平成 25年 11月 9日 金融機関 展示 写真 5 

平成 25年 11月 12日 出版社 情報誌 写真 10 

平成 25年 11月 12日 個人 パンフレット 
図書、行政資料、

新聞スクラップ 
65 
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平成 25年 11月 13日 放送局 テレビ番組 写真 10 

平成 25年 11月 13日 教職員 授業用学習資料 写真、行政資料 7 

平成 25年 11月 14日 法人 書籍制作用資料 図書 3 

平成 25年 11月 21日 個人 記念誌 写真 4 

平成 25年 11月 22日 個人 ホームページ掲載 写真 6 

平成 25年 11月 22日 
北海道文化・スポーツ

課 
広報資料作成 写真 11 

平成 25年 11月 22日 新聞社 新聞掲載 写真 2 

平成 25年 11月 27日 放送局 テレビ番組 写真 1 

平成 25年 11月 27日 札幌市清田区 
清田区公式ホームペー

ジ掲載 
写真 1 

平成 25年 12月 3日 出版社 雑誌 写真、絵はがき 5 

平成 25年 12月 4日 札幌市市長政策室 市民向け映像作品 写真 11 

平成 25年 12月 6日 札幌市南区役所 
広報さっぽろ 2014 年 2

月号南区版 
写真 13 

平成 25年 12月 11日 出版社 雑誌 写真、図書 71 

平成 25年 12月 12日 個人 ホームページ掲載 写真 16 

平成 25年 12月 17日 個人 ホームページ掲載 写真 57 

平成 25年 12月 21日 出版社 雑誌 
写真、絵はがき、

地図 
10 

平成 26年 1 月 11日 法人 テレビ番組 写真、絵はがき 10 

平成 26年 1 月 15日 札幌市市長政策室 広報さっぽろ 写真 1 

平成 26年 1 月 16日 中島公園管理事務所 中島公園パンフレット 写真 3 

平成 26年 1 月 21日 個人 ホームページ掲載 
写真、図書、絵は

がき 
30 

平成 26年 1 月 23日 法人 ホームページ掲載 写真 3 

平成 26年 1 月 23日 
札幌市市民まちづくり

局 

札幌市市民憲章制定 50

周年記念事業「多彩な

札幌なつかし展」 

写真、図書、地図 8 

平成 26年 1 月 31日 個人 高校同窓会誌 写真 2 
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平成 26年 1 月 31日 放送局 テレビ番組 写真 3 

平成 26年 1 月 31日 出版社 雑誌 写真 2 

平成 26年 1 月 31日 新聞社 新聞掲載 
写真刊行物等、新

聞スクラップ 
5 

平成 26年 1 月 31日 出版社 雑誌 写真、図書、地図 6 

平成 26年 2 月 5日 札幌市中央図書館 
広報さっぽろ 2014 年 3

月号  
写真 1 

平成 26年 2 月 5日 個人 ホームページ掲載 図書 1 

平成 26年 2 月 13日 放送局 テレビ番組 
図書、新聞スクラ

ップ 
14 

平成 26年 2 月 13日 法人 広報誌 写真 3 

平成 26年 2 月 14日 法人 広告 図書 5 

平成 26年 2 月 14日 
札幌市市民まちづくり

局 

札幌市市民憲章制定 50

周年記念事業「多彩な

札幌なつかし展」 

写真 8 

平成 26年 2 月 18日 法人 地下通路展示 写真 1 

平成 26年 2 月 18日 個人 広報誌 図書 2 

平成 26年 2 月 19日 NPO法人  写真展示 
写真、図書、絵は

がき 
38 

平成 26年 2 月 19日 札幌市市長政策室 
広報さっぽろ 2014 年 3

月号  
写真 1 

平成 26年 2 月 19日 法人 情報誌 写真 4 

平成 26年 2 月 20日 
札幌市市民まちづくり

局 

駅前地下歩行空間イベ

ントパネル展示 
写真 2 

平成 26年 2 月 20日 
北海道総合政策部広報

広聴課 
機内誌 写真 3 

平成 26年 2 月 21日 個人 ホームページ掲載 写真、絵はがき 11 

平成 26年 2 月 21日 放送局 テレビ番組 写真、絵はがき 6 
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平成 26年 2 月 25日 出版社 雑誌 
写真、絵はがき、

地図 
4 

平成 26年 2 月 27日 法人 
札幌市市民まちづくり

局主催イベント展示 
写真 10 

平成 26年 2 月 28日 札幌市環境局 
プレゼンテーション資

料 
写真 16 

平成 26年 3 月 5日 出版社 雑誌 写真、図書 8 

平成 26年 3 月 7日 法人 雑誌広告 写真 5 

平成 26年 3 月 7日 放送局 テレビ番組 写真 1 

平成 26年 3 月 7日 出版社 雑誌 写真 2 

平成 26年 3 月 12日 出版社 出版物掲載 写真、絵はがき 74 

平成 26年 3 月 15日 法人 業務用資料 写真、図書、地図 4 

平成 26年 3 月 15日 出版社 月刊誌 図書、絵はがき 4 

平成 26年 3 月 25日 札幌市建設局 
北三条広場木塊モニュ

メント掲載 
写真 1 

平成 26年 3 月 27日 法人 
大学発足記念式典上映

用映像 
写真、写真 27 

平成 26年 3 月 27日 法人 季刊誌 写真、図書 4 

平成 26年 3 月 28日 法人 スライドショー製作 写真 4 

平成 26年 3 月 28日 法人 広報誌 写真 2 

平成 26年 3 月 29日 出版社 雑誌 写真、図書 3 
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３ 普及・啓発 

 ⑴ 講座開催状況 

ア 市民向け講座 

平成 25年度は以下の講座を開催しました。 

古文書講座（初級コース） 

基本的な古文書の読み方などの基礎知識を身につけることに重点をおいた初心

者向けの講座です。 

【初級Ａコース】 

開催日：平成 25年 8月 6日（火）、8 月 13日（火） 

時間：18時 15分～20時 15分 

受講対象者：一般市民  

受講者数：29名 

【初級Ｂコース】 

開催日：平成 26年 2月 20日（木）、2月 27日（木） 

時間：14時 00分～16時 00分 

受講対象者：一般市民 

受講者数：49名 

 

古文書講座（中級コース） 

古文書の解読とあわせて時代背景についても学ぶことで、初心者コースよりも

さらに歴史に親しみを持ってもらえる内容となっています。 

開催日：平成 25年 8月 29日（木）、9月 12日（木）、9月 26日（木） 

時間：18時 15分～20時 15分 

受講対象者：一般市民 

受講者数：19名 

 

札幌の歴史探検 

札幌の歴史に関する各種テーマに沿った講義の後に、各自がその日学んだ内容

や考えたことを記事にして歴史新聞を作成する講座です。 

 

開催日及びテーマ 

第 1回 平成 25年 9月 7日（土）「碁盤の目の街並みはいつから？」 

第 2回 平成 25年 10月 19日（土）「札幌への移住民はどうやって生活したの？」 

第 3回 平成 25年 12月 7日（土）「クラーク博士、カレーライスを発明？」 

第 4回 平成 26年 2月 1日（土）「寒い冬、どうやって楽しもう？」 

時間：10時 00分～12時 30分  
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受講対象者：小学 4年生～中学 3年生 

受講者数：17名 

 

イ 出前講座 

・開催日：平成 25年 10月 12日 

申請者：星置中央町内会 

テーマ：札幌の歴史と星置 

受講者数：13名 

 

・開催日：平成 25年 10月 17日 

申請者：手稲前田地区民生委員・児童委員協議会 

テーマ：札幌の都市建設と細民 

  受講者数：25名 

 

・開催日：平成 25年 10月 23日 

申請者：札幌市立茨戸小学校 

テーマ：茨戸小学校の周りの出来事―輸送の拠点と洪水― 

     受講者数：20名 

 

    ・開催日：平成 26年 2月 25日 

     申請者：東区地域振興課まちづくり推進係 

     テーマ：札幌の都市整備 

     受講者数：16名 

 

ウ 平成 25年度外部への講師派遣 

他機関より当館職員が講師として招聘され、当館の事業等について講演・講座等を

行いました。 

・開催日：平成 25年 9月 5日 

申請団体名：国立公文書館 

研修名：アーカイブズ研修Ⅰ 

 

・開催日：平成 25年 9月 28日～平成 25年 9月 29日 

申請団体名：帯広市教育委員会百年記念館・帯広百年記念館運営連絡協議会 

研修名：古文書教室 

 

  



18 

 

⑵ 開館記念イベント開催状況 

開館記念のイベントとして、開館記念式典、開館記念講演会、施設内覧会を開催しま

した。 

開館記念式典では、上田市長が挨拶をし、札幌市議会議長 高橋克朊氏、国立公文

書館館長 加藤丈夫氏より来賓祝辞を賜りました。式典の最後には、テープカットを

行い、ご来賓、市民の皆様と共に開館を祝いました。 

開館記念講演会では、大濱徹也氏が下記のテーマで講演を行いました。 

施設の内覧会では、改修工事によりリニューアルした館内をお披露目し、空調設備

を一新し、ガス消火設備等を備えた書庫や、移管した公文書を最初に搬入する受入室、

常設・企画両展示室、市民が資料の閲覧等を行う閲覧室など、普段は一般公開してい

ない場所も含めて見学会を行いました。 

開催日：平成 25 年 7月 1日（月） 

時間：12時 45分～16時 00分 

講演会講師：大濱 徹也氏（札幌市公文書管理審議会会長、国立公文書館フェロー、

筑波大学名誉教授） 

講演テーマ：札幌市公文書館の使命と課題―現在、問われていること― 

開館記念イベント参加者数：134名 

 

 ⑶ 企画展示開催状況 

   公文書館オープン記念展示「公文書で検証する都市計画」 

  期間：平成 25年 7月 1日（月）～平成 26年 1月 31日（金） 

展示方法：平成 25年 7月 1日から 9 月 30 日は公文書館企画展示室において展

示パネルと展示ケースを利用して展示。10月 1日からは閲覧室の展示コーナーに

おいて、展示パネルにより展示。 

国立公文書館所蔵の政策等を国が決定したときの公文書・北海道立文書館所蔵

の札幌県が札幌区の範囲に関する国と調整した往復文書・札幌市所蔵の都市計画

決定したときの公文書を紹介しました。 

 

本庁ロビー展 

  期間：平成 26年 2月 20日（木）～平成 26年 2月 26日（水） 

  展示方法：市役所本庁１階ロビーにおいて展示パネルにより展示。 

 

 

 

 

 

テーマ 

ア 札幌区と公文書 

  明治２年に開拓使による札幌本府建設が開始されましたが、札幌の中

心部は札幌町、札幌市街、札幌本庁下などの呼称で呼ばれていました。 
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⑷ 刊行物刊行状況 

   当館の事業活動のＰＲを目的として、広報誌などの刊行物を作成しています。 

平成 25 年度実績 
  

刊行物名 号 刊行年月 

札幌市公文書館だより  創刊号 平成 25年 9 月 

札幌市公文書館だより  第 2号 平成 26年 2 月 

札幌市公文書館研究紀要  第 6号 平成 26年 3 月 

   

郡区町村編制法が施行されて、明治 13年に札幌区が成立しましたが、

その時に札幌郡の地域を札幌区としました。 

中心部の市街地と周囲の村落との呼称や施策上の取り扱いに混乱が生

じたため、明治 17年に中心部を札幌区、周囲の村落部は札幌郡として区

別し、札幌区の呼称と範囲が確定しました。その札幌区は、明治 32 年に

北海道区制が施行された結果、自治体となり、その区長には札幌区会が

推薦した３人の候補者の中から、内務省が選定しました。 

・札幌区の範囲決定 

・北海道区制一、二級町村制の制定 

・区長の選出と任命 

 

イ 都市整備と公文書 

  札幌は、明治初めに本府建設を開始した時から、下水道の整備、碁盤

の目状の街など計画的な街づくりを進めてきました。 

明治 19年に設置された北海道庁は、新たな方針により北海道の開拓を

進めました。その事業の中には、札幌の街づくりに関係する事業も数多

くありました。具体的には、北海道庁の赤レンガ庁舎の建設、札幌周辺

の原野排水の計画及び新川や排水溝の整備、対雁や定山渓への道路の整

備などです。 

その後、大正 12年に都市計画法が札幌にも施行されて、都市計画法に

基づく札幌の街づくりが始まることになりました。 

・明治１９年北海道庁の新起事業と札幌街づくり 

・都市計画行政による街づくり 

・まぼろしの鉄道・軌道計画 
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文化資料室としてこれまでに刊行した主な刊行物 
 

刊行物名 巻（号）数 刊行期間 

さっぽろ文庫 全 100巻 昭和 52年度～平成 13年度 

さっぽろ文庫別冊（札幌歴史写真集等） 全 17冊 昭和 52年度～平成元年度 

新札幌市史 全 8巻 10冊 昭和 56年度～平成 19年度 

札幌の歴史（新札幌市史の機関紙） 全 54号 昭和 56年度～平成 19年度 

新聞と人名録にみる明治の札幌 全 1冊 昭和 60年 3 月 

札幌市文化資料室研究紀要 全 5号 平成 20年度～平成 24年度 

札幌市文化資料室ニュース 全 19号 平成 18年度～平成 24年度 

 

 ⑸ 職員の専門研修への参加状況 

開催日 研修名 研修地 
受講

人数 

平成 25年 9月 2日～6日 
平成 25年度アーカイブズ研修Ⅰ

（国立公文書館主催） 
東京都 2 

平成 26年 1月 21日～23日 
平成 25年度アーカイブズ研修Ⅱ

（国立公文書館主催） 
東京都 1 

合 計 3 

 

 ⑹ 職員向け研修実施状況（参考・総務局行政部総務課文書事務担当係が実施） 

   対象者別に実施し、公文書管理条例等の概要や、公文書館への移管など各課におけ

る公文書管理に関すること及び公文書館の役割等について研修を行いました。 

研修対象 参加人数 実施回数 

一般職・係長職 676 7 

課長職 331 10 

局長職・部長職 178 4 

区役所職員等 9 1 

新採用職員 547 2 

合 計 1,741 24 
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Ⅲ 常設展のご紹介 

    

 

パネルタイトル 昭和戦後の人口増加・隣接町村との合併 

1 公文書館へようこそ！ 22 市域のひろがり 

2 アーカイブズのなかまたち 23 札幌市と隣接市町村との合併 

3 札幌市公文書館 開設へのあゆみ 24 札幌市と隣接市町村との合併 

4 札幌市文化資料室の活動 25 本州大企業が札幌市に集中進出 

5 公文書館で調べてみよう！ オリンピックに向けての街づくり 

6 公文書館のしごと① 26 地下鉄の開業と市内交通の再編 

7 公文書館のしごと② 27 地下鉄の開業と市内交通の再編 

札幌市公文書館のしくみ 28 オリンピックに向けての街づくり 

8 「札幌市公文書管理条例」と公文書館 29 街の変貌 

札幌 人口と産業構造からみた「道都」のあゆみ 30 長期総合計画の策定 

9 人口は？ 政令指定都市への移行 

10 産業構造は？ 31 政令指定都市移行問題 

街づくりのはじめ 32 札幌市の区割り 

11 島判官の計画 33 市民からの陳情・請願 

12 碁盤目の街並み 34 政令指定都市への移行 

13 様々な施設 都市問題への対応 

14 進む道都建設 35 都市部の拡大、下水、暖房、車粉問題 

15 都市問題の発生と対処 36 川の汚染、下水処理 

16 道都としての成長 37 下水道・河川の整備 

17 馬車鉄道から市内電車へ 協働型社会をめざして 

都市計画行政の開始 38 市民意見の集約と広報 

18 札幌市の誕生 39 街づくりと市民会議 

19 都市計画法の適用 40 自治基本条例 

20 都市基盤整備のはじまり 
41 

街をうるおし地球環境を守る 

公園緑地 21 中枢機能の集中 
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パネル№８ 
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パネル№15 
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パネル№16 
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Ⅳ 公文書館関係規程 

 

１ 札幌市公文書館条例 

平成２５年３月２８日 

札幌市条例第１１号 

 （設置） 

第１条 本市は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）の趣旨にのっとり、

特定重要公文書（同条例第２条第５号の特定重要公文書をいう。以下同じ。）を適切に保

存し、市民等の利用に供するため、札幌市中央区南８条西２丁目に札幌市公文書館（以

下「公文書館」という。）を設置する。 

 （事業） 

第２条 公文書館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 特定重要公文書を保存し、一般の利用に供すること。 

⑵ 特定重要公文書の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 

⑶ 本市の歴史及び特性に関する調査研究及び情報提供を行うこと。 

⑷ その他公文書館の設置目的を達成するために必要な事業 

 （開館時間及び休館日） 

第３条 公文書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更す

ることができる。 

⑴ 開館時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで 

⑵ 休館日 日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日、１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

 （入館の制限等） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公文書館に入館しようとする者

の入館を禁じ、又は公文書館に入館している者に公文書館の使用の停止若しくは公文書

館からの退館を命じることができる。 

 ⑴ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合 

⑵ 施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合 

⑶ その他公文書館の管理運営上支障があると認める場合 

 （賠償） 

第５条 公文書館の施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、

市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむ

を得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

この条例の施行期日は、市長が定める。（平成２５年規則第２５号で平成２５年７月１日

から施行） 
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２ 札幌市特定重要公文書の利用等に関する規則 

平成２５年６月２６日 

規則第２９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」と

いう。）第３１条の規定に基づき、特定重要公文書の保存、利用及び廃棄に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 （特定重要公文書の保存） 

第３条 市長は、特定重要公文書について、条例第１４条第１項及び第２項の規定に基づ

き、札幌市公文書館の専用の書庫において保存するものとする。 

２ 市長は、前項の専用の書庫について、温度、湿度等を適切に管理するとともに、防犯、

防災、防虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、特定重要公文書について、移管又は寄贈若しくは寄託から原則として１年以

内に排架を行うものとする。 

４ 市長は、特定重要公文書について、必要に応じ、修復その他当該特定重要公文書の長

期保存及び利用のための必要な措置を講ずるものとする。 

５ 市長は、特定重要公文書について、条例第１４条第３項の規定により作成する目録に、

次に掲げる事項を記載するものとする。 

 ⑴ 分類 

⑵ 名称 

⑶ 作成年度又は開始年度及び完結年度 

⑷ 公文書館への受入年度 

⑸ 簿冊コード 

⑹ 当該特定重要公文書を所管していた実施機関又は寄贈し、若しくは寄託した者の名

称又は氏名 

⑺ 公開の区分 

⑻ その他適切な保存及び利用に資する事項 

６ 市長は、特定重要公文書のうち電磁的記録（条例第２条第２号の電磁的記録をいう。

以下同じ。）については、その種別ごとに媒体変換その他当該特定重要公文書の保存及び

利用のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

７ 市長は、特定重要公文書について、その適切な保存及び利便性の向上のために、当該

特定重要公文書の内容、保存状態、時の経過、利用の状況等を踏まえ、必要に応じ、適

切な記録媒体による複製物を作成するものとする。 
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（特定重要公文書の利用の促進） 

第４条 条例第１６条の規定に基づき、市長が別に定める特定重要公文書については、条

例第１９条から第２３条まで、第２６条及び第２７条に定める利用請求に係る手続のほ

か、別に定めるところによる簡易な方法により一般の利用に供することができる。 

２ 市長は、特定重要公文書について、国、他の地方公共団体その他の公共的団体が開催

する展示会その他の公共的目的を有する行事等において利用に供することが必要と認め

る場合は、条例第１６条の規定に基づき、別に定めるところにより、当該特定重要公文

書を貸し出すことができる。 

 （本人であることを示す書類） 

第５条 条例第１８条の本人であることを示す書類で市長が定めるものは、次に掲げる書

類のいずれかとする。 

⑴ 運転免許証 

⑵ 旅券 

⑶ 健康保険の被保険者証 

⑷ 国民年金手帳 

⑸ 住民基本台帳カード(本人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。) 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、通常本人以外の者が所持していることがないと市長が

認めるもの 

 （利用請求の手続） 

第６条 条例第１９条の利用請求書は、特定重要公文書利用請求書（様式１）とする。 

 （利用請求に対する決定） 

第７条 条例第２０条第１項の書面は、特定重要公文書の全部を利用させる旨の決定をし

た場合にあっては特定重要公文書利用決定通知書（様式２）とし、特定重要公文書の一

部を利用させる旨の決定をした場合にあっては特定重要公文書部分利用決定通知書（様

式３）とする。 

２ 条例第２０条第２項の書面は、特定重要公文書利用制限決定通知書（様式４）とする。 

 （利用決定等の期限） 

第８条 条例第２１条第２項の書面は、利用決定等期限延長通知書（様式５）とする。 

 （利用決定等の期限の特例) 

第９条 条例第２２条第１項の書面は、利用決定等期限特例延長通知書（様式６）とする。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１０条 市長は、条例第２３条第１項又は第２項の規定により第三者に対し意見書を提

出する機会を与える場合にあっては、意見照会書（様式７）により通知するものとする。 

２ 条例第２３条第３項の規定により実施機関に対し意見書を提出する機会を与える場合

の手続については、別に定める。 

３ 条例第２３条第４項の書面は、利用決定に係る通知書（様式８）とする。 
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 （電磁的記録の利用方法） 

第１１条 条例第２４条第１項に規定する電磁的記録の利用の方法は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 

 ⑴ 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

  イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ又は光ディスクに複写し

たものの交付 

 ⑵ ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

  イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ又は光ディスクに

複写したものの交付 

⑶ 電磁的記録(前２号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がそ

の保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができる

ように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの 

  ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

イ 当該電磁的記録を専用機器(利用する者の閲覧又は視聴の用に供するために備え

付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

 （公文書管理審議会への諮問） 

第１２条 条例第２６条第２項の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式９)によるも

のとする。 

 （異議申立てに対する決定） 

第１３条 条例第２７条第２項の書面は、異議申立てに対する決定に基づく利用決定に係

る通知書（様式１０）とする。 

 （実施機関による利用の特例） 

第１４条 条例第２８条の規定により、実施機関が特定重要公文書の利用の請求を行う場

合の手続については、第６条及び第７条の規定にかかわらず、別に定める。 

２ 前項の実施機関が公文書館以外の場所での閲覧を求める場合は、１か月を限度として、

その閲覧を認めることができる。 

 （特定重要公文書の廃棄） 

第１５条  特定重要公文書として保存されている文書が、劣化の進行等により判読及び修

復が著しく困難となり、利用できなくなった場合は、その重要性を失ったものとして、

条例第２９条の規定により、当該文書を廃棄することができるものとする。 

２ 条例第２９条第１項の規定により特定重要公文書の廃棄を行った場合には、廃棄に関

する記録を作成し、公表するものとする。 
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（委任） 

第１６条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

３ 札幌市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準 

平成２５年６月２６日 

行政部長決裁 

 

札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」という。）第１７条に基

づく特定重要公文書の利用の請求（以下「利用請求」という。）に対する処分に係る審査基

準は、次のとおりとする。 

 

第１ 審査の基本方針 

  審査においては、「市政上重要な公文書の保存及び利用を図ることにより、市民との情

報共有を進めるともに、現在及び将来にわたり市の説明責任を全うし、もって効率的で、

公正かつ透明性の高い行政運営を確保すること及び市民が主体となったまちづくりの推

進に寄与する」という条例の目的に鑑み、利用制限は必要最小限とする。 

 

第２ 条例第１７条第２項第１号に基づく利用制限並びに同条第３項に基づく時の経過の

考慮及び実施機関の意見の参酌について 

利用請求に係る特定重要公文書に記録されている情報が、条例第１７条第２項第１

号に規定する情報（以下「利用制限情報」という。）に該当するかどうかの判断は、利

用決定等を行う時点における状況を勘案し、下記の１から５に基づいて行う。 

また、その判断に際し、同条第３項に基づき「時の経過を考慮する」に当たっては、

個人、法人等の権利利益や公共の利益を保護する必要性は、時の経過やそれに伴う社

会情勢の変化に伴い、失われることもあり得ることから、国際的な慣行である「30 年

ルール」（利用制限は原則として作成又は取得されてから 30 年を超えないものとする

考え方）を踏まえるものとする。 

なお、同項に定める実施機関の意見の「参酌」とは、実施機関の意見を尊重し、利

用制限事由の該当性の判断において適切に反映させていくことを意味するものであり、

最終的な判断は市長に委ねられている。 

１ 個人に関する情報（条例第１７条第２項第１号ア）について 

 ⑴ 「個人に関する情報」とは、思想、信条、心身の状況、病歴、学歴、成績、職歴、

氏名、住所、電話番号、家族状況、親族関係、所得、財産等個人に関する全ての情

報をいう。 

⑵ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、本号から除き、本

号イの規定により判断する。 

ただし、事業を営む個人に関する情報であっても、当該事業とは直接関係のない

情報は、本号により特定重要公文書の利用を制限するかどうかの判断を行うものと
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する。 

  ⑶ 「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報に含まれる氏名、住所、

生年月日その他の記述等により、他の者と区別された特定の個人が明らかに識別さ

れ、又は識別される可能性がある場合をいう。 

⑷ 「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな

るもの」とは、その情報自体からは特定の個人を識別することはできないが、当該

情報と他の情報とを照合することにより、特定の個人を識別することができること

となる情報をいう。 

⑸ 「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権

利利益を害するおそれがあると認められるもの」とは、カルテ、反省文など個人の

人格と密接に関わる情報や未公表の著作物等で、個人識別性のある部分を除いたと

しても、利用させることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを

いう。 

⑹ 「法令若しくは他の条例の規定により」「公にされ、又は公にすることが予定され

ている情報」とは、法令若しくは他の条例の規定により何人でも閲覧することがで

きると定められている個人に関する情報をいう。 

なお、法令若しくは他の条例に何人でもと規定されていても、請求の目的等が制

限されている場合（例：住民基本台帳法第１１条第１項に対する同条第３項）や、

閲覧を利害関係人のみに限り認めているものは、実質的には何人にも閲覧を認める

という趣旨ではないと解されるので、この規定には該当しない。 

⑺ 「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、一般に

公表されている、又は公表することが予定されている情報であり、これを公にして

も、一般に個人のプライバシーを侵害するものではないと認識される情報又は個人

のプライバシーを侵害するおそれがあるとしても、受忍すべき範囲内にとどまると

考えられるものをいう。 

例えば、被表彰者の氏名、市主催で行われる懇談会等に出席した相手方の職、氏

名などがこれに当たるものである。その他この情報に該当するものとしては、次の

ようなものがある。 

 ア 公表することを目的として作成された情報 

イ 当該個人が公表されることについて了承し、又は公表されることを前提として

提供した情報 

ウ 個人が自主的に公表した資料等から何人でも知り得る情報 

エ 従来から慣行上公表している情報であって、公表しても社会通念上個人のプラ

イバシーを侵害するおそれがないと認められるもの 

⑻ 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報」とは、人の生命等に対する危害又は侵害の未然防止、拡大防止又
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は再発防止のため、利用に供することが必要であると認められる情報をいう。 

⑼ 「公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４

２号）第５条第１号ハに規定する公務員等をいう。）」の範囲は次のとおりである。 

 ア 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務

員(他の法律の規定により国家公務員とされている者のうち、(ｲ)の独立行政法人

等の役員及び職員に該当するものを除く。) 

イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等の役員及び職員 

ウ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員 

エ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条に規定する地方独立

行政法人の役員及び職員 

なお、出資団体等の役員及び職員は「公務員等」には含まれず、その職務の遂

行に係る情報を本号により利用制限とするか否かは、当該団体の業務の公共性等

を考慮し、本号(ｱ)の「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報」に該当するか否かにより判断することになる。 

⑽ 「職務の遂行に係る情報」とは、職務の遂行に当たった当該公務員等の職、氏名

及び当該職務の遂行の内容に係る情報をいう。 

  したがって、公務員等が受ける勤務評定、懲戒処分、分限処分その他の行政措置

は、当該公務員等にとっては、職務に関する情報ではあっても、「その職務の遂行に

係る情報」には該当しない。 

⑾ 「当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることに

より、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるとき」

とは、例えば、行政内部での意見交換等の記録の中に発言者である公務員等個人の

思想信条に密接に関連する情報が含まれる場合等をいい、このような場合には、当

該情報を例外的に利用させる情報から除くこととする。 

⑿ 「30 年ルール」を踏まえ、特定重要公文書に記録されている個人に関する情報に

ついては、作成又は取得の日から 30 年以上の一定の期間が経過し、個人の権利利益

を害するおそれがあると認められなくなった時点で利用制限情報に該当しないと判

断することとなるが、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う

際の「一定の期間」の目安については、別表のとおりとする。 

２ 法人等に関する情報（条例第１７条第２項第１号イ）について 

 ⑴ 「法人その他の団体」とは、法人のほか、自治会、商店会、消費者団体等であっ

て、法人格を有しないが当該団体の規約及び代表者の定められているものをいう。 

  ⑵ 「事業を営む個人」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の２

第８項から第１０項までに掲げる事業を営む個人のほか、農業、林業等を営む個人

をいう。 
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  ⑶ 「当該事業に関する情報」とは、事業内容、事業用資産、事業所得など事業活動

に直接関係する情報をいい、当該事業活動と直接関係のない個人に関する情報は、

本号には該当せず、本号アの規定により判断することとなる。 

  ⑷ 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報」とは、人の生命等に対する危害又は侵害の未然防止、拡大防止又

は再発防止のため、利用に供することが必要であると認められる情報をいう。 

⑸ 「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害すると認められるもの」とは、次のような情報をいう。 

   ア 生産技術、営業、販売上のノウハウに関する情報であって、公開することによ

り、法人等又は事業を営む個人の事業活動を害すると認められるもの 

イ 経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する情報であっ

て、公開することにより、法人等又は事業を営む個人の事業活動を害すると認め

られるもの 

ウ その他公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評価、

社会的活動の自由等が損なわれると認められるもの 

なお、具体的にどのような情報が本号(ｱ)に該当するかは、法人等（又は個人の

営む事業）の種類、性質等により異なり得る。 

⑹ 「実施機関の要請を受けて」とは、文書、口頭を問わず、実施機関から当該情報

を提供してほしい旨の依頼があった場合をいう。したがって、法人等又は事業を営

む個人が、自発的に実施機関に提供した場合等は、これには含まれない。 

⑺ 「公にしないとの条件」とは、実施機関の側から公にしないとの条件で情報の提

供を申し入れた場合も、法人等又は事業を営む個人の側から公にしないとの条件を

付すことを申し出た場合も含まれるが、いずれの場合も双方の合意により成立する

ものである。また、条件を設ける方法としては、黙示的なものも含まれる。 

⑻ 「任意に提供された情報」とは、法令等の根拠に基づかず、相手方の協力等によ

り提供された情報をいい、法令等により提出義務がある情報は含まれない。 

⑼ 「当時の状況等に照らして」とは、当該条件が付された時点における諸般の事情

を考慮して判断することを基本とするが、必要に応じて、その後の期間の経過や状

況の変化を考慮することとする。 

 ３ 公共の安全等に関する情報（条例第１７条第２項第１号ウ）について 

⑴ 「人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護」とは、公共の安全と秩序の維

持の観点から、人の生命、身体、財産又は社会的な地位を犯罪の危害等から保護す

ることをいう。 

⑵ 「犯罪の予防」とは、刑事犯、行政犯であるとを問わず、犯罪行為の発生を未然

に防ぐことをいう。 

⑶ 「犯罪の捜査」とは、公訴の提起及び遂行のため被疑者を発見し、身柄を保全し、
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また、証拠を収集し、保全する活動をいう。 

⑷ 「その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情

報」とは、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる次の

ような情報をいう。 

ア 犯罪の捜査等の事実又は内容に関する情報 

イ 犯罪の捜査等の手段、方法等に関する情報 

   ウ 情報提供者、被疑者、捜査員等関係者に関する情報 

   エ 犯罪目標となることが予想される施設の所在や警備の状況等に関する情報 

 ４ 事務・事業に関する情報（条例第１７条第２項第１号エ）について 

⑴ 「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報」については、監査等の

終了後であっても、例えば、違反事例等の詳細を公にすることにより、他の行政客

体に法規制を免れる方法を示唆することになるものは、利用を制限する。 

⑵ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は独立地方

行政法人に係る事業については、企業経営という事業の性質上、その正当な利益を

保護する必要があり、これを害するおそれがあるものは利用を制限する。 

  ただし、「企業経営上の正当な利益」の内容については、経営主体、事業の性格及

び内容等に応じて判断する必要があり、その範囲は、本号イの法人等に関する情報

と比べて、より狭いものとなる場合があり得る。 

 ５ 法令秘情報（条例第１７条第２項第１号オ）について 

  ⑴ 「法令」とは、法律及び政令、府令、省令、その他国の機関が定めた命令をいう。 

⑵ 「実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等」とは、自治事務及び法定

受託事務に係る国の行政機関又は北海道の機関からの是正の要求、指示等で実施機

関を法的に拘束するものをいう。 

⑶ 「公にすることができないと認められる情報」とは、法令又は他の条例により明

らかに公にすることができないと定められている情報のほか、法令又は他の条例の

趣旨、目的から当然に公にすることができないと認められる情報も含まれる。 

 

第３ 寄贈・寄託者の意向に基づく利用制限（条例第１７条第２項第２号）について 

本号に規定する「一定の期間」は、公にすると何らかの支障を生ずるおそれがある有

期の期間をいい、公にしないことを無期限に約束するものではない。 

 

第４ 原本の破損・汚損のおそれがある場合の利用制限（条例第１７条第２項第３号）に

ついて 

１ 「特定重要公文書の原本」とは、受入れから、保存に必要な措置、目録の作成及び

排架を経て、当該特定重要公文書を一般の利用に供することを開始した段階において
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記録されていた情報、材質、形態により原秩序を構成するものをいう。 

２ 「原本を破損し、若しくは汚損するおそれがある場合」とは、水濡れ等による固着、

虫損、酸性劣化、変色、退色その他の要因により、通常の利用に供した場合、当該特

定重要公文書に記録されていた情報、材質、形態についてその原秩序の維持に支障が

生じる可能性がある場合をいう。 

なお、合理的な費用及び時間で原本の修復を行うことが可能である場合は、利用を

制限せず、適切な期間をおいて利用させるものとする。 

ただし、原本を通常の利用に供することにより、法令の規定による管理責務を遂行

することに困難を生じる蓋然性が高いもの、例えば国の重要文化財に指定されている

もの及びそれに準ずるものについては、その原本の利用を制限するものとする。 

３ 「原本を現に使用している場合」とは、利用請求に係る当該特定重要公文書の原本

が、劣化防止など保存のための措置、代替物の作成、展示（他機関への貸出しを含む。）、

他の利用請求者による利用等の合理的な理由により使用されている期間など、直ちに

当該利用請求に応じることができない場合をいう。 

 

第５ 条例第１７条第４項に規定する部分利用について 

１ 「容易に区分して除くことができるとき」とは、利用請求に係る特定重要公文書か

ら利用制限情報に係る部分とそれ以外とを区分し、かつ、利用制限情報に係る部分を

物理的に除くことが、当該特定重要公文書の保存状況や利用制限情報の記録状態、部

分利用をさせるための複写又は複製物の作成の時間、労力、費用等から判断して過度

の負担を要せずに行うことができるときをいう。 

なお、特定重要公文書については、条例第１４条第１項において、永久に保存する

ことが求められており、その利用についても当該文書の永久保存を確保する範囲内に

とどまる。 

  したがって、利用制限情報に係る部分を除くことが、複写機で作成した複写物に墨

を塗り再複写するなどにより可能であり、一般的には容易であっても、特定重要公文

書の劣化が進んでいる場合には当該文書の破損を防ぐため利用を制限する場合がある。 

２ 本項ただし書は、利用請求に係る特定重要公文書から利用制限情報に係る部分を区

分して除くと、残りの部分に記録されている情報が無意味な文字、数字等の羅列とな

る場合などであって、利用請求者がそのような情報を求めていないことが明らかであ

る場合等には、部分利用をさせないこととすることを定めたものである。 

 

第６ 条例第１８条に規定する本人情報の取扱いについて 

個人識別情報は利用制限情報に該当する（条例第１７条第２項第１号ア）が、当該情
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報の本人が利用請求をした場合については、その例外として、条例第１８条の規定に基

づき取り扱う。なお、仮に当該情報が「本人に係る個人識別情報」であることに加え、「本

人以外の個人（第三者）に係る個人識別情報」でもある場合を含め、条例第１７条第２

項各号に掲げられた場合にも該当する場合には、同条の規定により判断することとなる。 
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別表 

30 年を経過した特定重要公文書に記録されている個人に関する情報について 

特定重要公文書に記録されている

情報 

一定の期間 

（目安） 

該当する可能性のある情報の類型の例（参考） 

個人に関する情報であって、一定

の期間は、当該情報を公にするこ

とにより、当該個人の権利利益を

害するおそれがあると認められる

もの 

50 年 

 

ア 学歴又は職歴 

イ 財産又は所得 

ウ 採用、選考又は任免 

エ 勤務評定又は朋務 

オ 人事記録 

重要な個人に関する情報であっ

て、一定の期間は、当該情報を公

にすることにより、当該個人の権

利利益を害するおそれがあると認

められるもの 

80 年 ア 国籍、人種又は民族 

イ 家族、親族又は婚姻 

ウ 信仰 

エ 思想 

オ 感染性の疾病、身体の障害その他の健康

状態 

カ 刑法等の犯罪歴（罰金以下の刑） 

重要な個人に関する情報であっ

て、一定の期間は、当該情報を公

にすることにより、当該個人又は

その遺族の権利利益を害するおそ

れがあると認められるもの 

110 年 

を超える 

適切な年 

ア 刑法等の犯罪歴（禁錮以上の刑） 

イ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他

の健康状態 

（備考） 

１ 「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う期間の目

安を参考として示したものである。本期間の起算日は、当該情報が記録されている特定重要公

文書が作成又は取得された日の属する年度の翌年度の４月１日とする。 

２ 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この表の左欄にいう「個人に関する情報」

又は「重要な個人に関する情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類型を例示

したものであって、特定重要公文書に記録されている情報がこの表のいずれに該当するかにつ

いては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別

に判断するものとする。 

３ 「犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含み、「一定の期間」は 110 年を目途とする。 

４ 「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっては、疾病

の程度、医療の状況及び疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し、「一定の期間」は 140 年

を目途とする。 
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４ 札幌市公文書館利用要綱 

平成２５年６月２６日総務局長決裁 

 （趣旨） 

第１条 公文書館（札幌市公文書館条例（平成２５年条例第１１号）第１条の公文書館を

いう。以下同じ。）において保存される特定重要公文書（札幌市公文書管理条例（平成２

４年条例第３１号）第２条第５号の特定重要公文書をいう。以下同じ。）及び一般の利用

に供することを目的として管理している公文書（以下「資料」という。）の適切な保存及

び利用については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。 

（閲覧室等） 

第２条 特定重要公文書及び資料は、原則として閲覧室において利用するものとする。 

２ 閲覧室の利用時間は、午前８時４５分から午後５時１５分までとする。ただし、特定

重要公文書の利用請求等の受付又は資料の利用の申込み（翌日以降の利用を希望する場

合を除く。）の受付は午後４時３０分までとし、閲覧室内の開架資料以外については、午

後５時までに返却するものとする。 

３ 利用者は、閲覧室に飲食物、動植物又は荷物（閲覧に必要な手回り品を除く。）を持ち

込んではならない。 

４ 利用者は、ノート、鉛筆等、閲覧室に持ち込む必要がある手回り品以外の荷物につい

ては、利用者用ロッカーに預けるものとする。 

５ 利用者は、前項の規定にかかわらず、ロッカーに収容不能な手荷物を職員に預託する

ことができる。 

（特定重要公文書及び資料の利用申込み等） 

第３条 利用者は、資料の閲覧を希望する場合には資料閲覧申請書を、第５条及び第６条

に定める資料の複写等を希望する場合には資料複写申請書を、それぞれ提出するものと

する。 

２ 特定重要公文書及び資料の受渡しは、カウンターにおいて公文書館の職員（以下「職

員」という。）の確認を得て行うものとする。 

３ 閲覧室において利用者が同時に閲覧できる特定重要公文書は５件以内、資料は１０件

以内とする。 

 （特定重要公文書及び資料の閲覧等） 

第４条 利用者は、特定重要公文書及び資料を閲覧するときは、職員の指示に従うほか、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 特定重要公文書及び資料の抜取り、取替え、追補、訂正等をしないこと。 

 ⑵ 特定重要公文書及び資料を汚損又は破損することのないよう、丁寧に取り扱うこと。 

 ⑶ 別に定める場合を除き、閲覧する特定重要公文書及び資料を館外に持ち出さないこ

と。 

⑷ 閲覧した特定重要公文書及び資料の内容を別の紙媒体等に筆記するときは、鉛筆又
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はシャープペンシルを用いて行うこと。 

（資料の写しの交付） 

第５条 公文書館長は、資料の写しの交付の申込みを受けたときは、著作権法（昭和４５

年法律第４８号）の規定に抵触しない限りにおいて写しの交付を行うものとする。 

２ 前項の規定により写しの交付を行う場合における当該写しは、職員が乾式複写機によ

り作成する。ただし、公文書館長が特に認めた場合は、それ以外の方法によることがで

きる。 

３ 写しの作成に要する費用は、申込者の負担とし、その額は、乾式複写機により作成し

た場合には、当該写し１枚につき１０円とし、それ以外の方法による場合には、写しを

作成するために実際に要した費用に相当する額とする。 

４ 前項の規定により申込者が負担すべき費用は、公文書館長が特に認めた場合を除き、

写しを交付する前に徴収するものとする。 

 （持込カメラの使用） 

第６条 利用者は、カメラ（カメラ機能付き携帯電話等を含む。）を持ち込んで、特定重要

公文書及び資料を撮影することができる。この場合、利用者は、職員の指示に従うほか、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 撮影を希望する旨を職員に申し出ること。 

⑵ フラッシュを使用しないこと。 

⑶ カメラを特定重要公文書及び資料に直接密着させないこと。 

 （特定重要公文書及び資料の返却） 

第７条 特定重要公文書及び資料の返却は、カウンターにおいて職員の確認を得て行うも

のとする。 

（閲覧室内機器類の使用等） 

第８条 利用者は、閲覧用パソコンを使用する際は、機器類の設定の変更並びに持ち込んだ

機器及び媒体の接続を行ってはならない。 

 （職員の指示等） 

第９条 利用者は、特定重要公文書及び資料の利用手続、施設、機器類の使用等に関し職

員の指示に従うものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、行政部長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 
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５ 札幌市公文書管理条例 

平成２４年６月１３日 
条例第３１号 

目次 
第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 公文書の管理（第３条－第１３条） 
第３章 特定重要公文書の保存、利用等（第１４条－第３１条） 
第４章 公文書管理審議会（第３２条－第３８条） 
第５章 雑則（第３９条－第４１条） 
第６章 罰則（第４２条） 

 附則              
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、公文書が市民の知る権利を具体化するために必要な市民共有の財産であることに

鑑み、公文書管理の基本的事項を定め、公文書の適正な管理並びに市政上重要な公文書の保存及び利
用を図ることにより、市民との情報共有を進めるとともに、現在及び将来にわたり市の説明責任を全
うし、もって効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を確保すること及び市民が主体となったまち
づくりの推進に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産
評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人（地方
独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。
以下同じ。）をいう。 

(2) 公文書 実施機関の職員（本市が設立した地方独立行政法人（以下「本市地方独立行政法人」と
いう。）の役員を含む。以下この号、第３７条及び第４０条において同じ。）が職務上作成し、又は
取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関
の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 

(3) 法人公文書 公文書のうち、本市地方独立行政法人が保有しているものをいう。 
(4) 重要公文書 公文書のうち、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証
する上で重要な資料となるものをいう。 

(5) 特定重要公文書 次に掲げるものをいう。 
ア 重要公文書のうち、第８条第１項の規定により市長が引き続き保存の措置を採ったもの及び同
条第２項の規定により市長に移管されたもの 

イ 重要公文書のうち、第１２条第４項の規定により市長に移管されたもの 
ウ 法人その他の団体（実施機関を除く。）又は個人から市長に対し寄贈又は寄託の申出があった文
書で、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で重要な資料と
なると市長が認め、寄贈又は寄託を受けた文書 
第２章 公文書の管理 

（公文書の管理に関する原則） 
第３条 実施機関（本市地方独立行政法人を除く。以下この章において同じ。）の職員は、この条例の目

的を十分に認識し、公文書の作成、整理、保存等を適切に行わなければならない。 
（公文書の作成） 

第４条 実施機関の職員は、当該実施機関における審議又は検討の経緯その他の意思決定に至る過程並
びに事務及び事業の実績について、合理的に跡付け、又は検証することができるよう、事案が軽微な
ものを除き、公文書を作成しなければならない。 
（公文書の整理） 

第５条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、効率的な事務又は
事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める公文書
を除き、適時に、相互に密接な関連を有する公文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに
限る。）を一の集合物（以下「簿冊」という。）にまとめなければならない。 

２ 実施機関は、単独で管理することが適当であると認める公文書及び前項の規定によりまとめた簿冊
（以下「簿冊等」という。）について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了す
る日を設定しなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関が簿冊等（法令等により作成又は取得から３０年を超えて保存する
ことが定められている公文書を除く。）について設定する保存期間は、３０年を最長とする。 
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４ 実施機関は、職務の遂行上必要があるときは、その必要な限度において、簿冊等の保存期間及び保
存期間の満了する日を延長することができる。 

５ 市長は、簿冊等について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。）
の満了前のできるだけ早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、重要公文書に該当すると
認めるものにあっては特定重要公文書として引き続き保存する措置を、それ以外のものにあっては廃
棄の措置を採るべきことを定めなければならない。 

６ 市長以外の実施機関は、必要に応じて市長と協議を行い、簿冊等について、保存期間の満了前ので
きるだけ早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、重要公文書に該当すると認めるものに
あっては市長への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置を採るべきことを定めなけれ
ばならない。 

７ 市長は、前項の規定により市長以外の実施機関が簿冊等について廃棄の措置を採るべきと定めた場
合であっても、当該簿冊等が重要公文書に該当すると認めるときは、当該実施機関に市長への移管の
措置を採ることを求めることができる。この場合において、当該実施機関は当該求めを参酌して前項
の規定による定めを変更することができる。 
（公文書の保存） 

第６条 実施機関は、簿冊等について、当該簿冊等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の
経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録
媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

２ 前項の場合において、実施機関は、当該簿冊等の集中管理の推進に努めなければならない。 
（公文書目録） 

第７条 実施機関は、簿冊等の管理を適切に行うため、簿冊等の分類、名称、保存期間の満了する日の
属する年度、保存期間、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項（札幌市情報公開条例（平
成１１年条例第４１号）第７条各号に掲げる非公開情報に該当するものを除く。）を記載した目録（以
下「公文書目録」という。）を作成しなければならない。ただし、１年未満の保存期間が設定された簿
冊等については、この限りでない。 

２ 実施機関は、公文書目録を電子情報処理組織を使用する等の方法により、一般の閲覧に供しなけれ
ばならない。 
（保存期間が満了した公文書の取扱い） 

第８条 市長は、保存期間が満了した簿冊等について、第５条第５項の規定による定めに基づき、特定
重要公文書として引き続き保存し、又は廃棄しなければならない。 

２ 市長以外の実施機関は、保存期間が満了した簿冊等について、第５条第６項及び第７項の規定によ
る定めに基づき、市長に移管し、又は廃棄しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により引き続き保存し、又は前項の規定により市長に移管する簿冊等に
ついて、第１７条第２項第１号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うこ
とが適切であると認める場合には、その旨の記録をし、又は意見を付さなければならない。 
（管理状況の報告等） 

第９条 市長以外の実施機関は、公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、
市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、各実施機関における公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況を取りまとめ、毎年
度、その概要を公表しなければならない。 
（公文書管理体制の整備） 

第１０条 実施機関は、公文書を適正に管理するために必要な体制を整備しなければならない。 
（公文書管理規則等） 

第１１条 実施機関は、公文書の管理が第３条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保
するため、公文書の管理に関する定め（以下「公文書管理規則等」という。）を設けなければならない。 

２ 公文書管理規則等には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 
(1) 作成に関する事項 

 (2) 整理に関する事項 
(3) 保存に関する事項 

 (4) 公文書目録の作成に関する事項 
 (5) 移管又は廃棄に関する事項 
 (6) 管理状況の報告に関する事項 
 (7) 管理体制の整備に関する事項 

(8) その他公文書の管理に必要な事項 
３ 実施機関は、公文書管理規則等を設けたときは、これを公表しなければならない。これを変更した

ときも同様とする。 
（法人公文書の管理に関する原則） 
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第１２条 本市地方独立行政法人は、第３条から第６条までの規定に準じて、法人公文書を適正に管理
しなければならない。 

２ 本市地方独立行政法人は、法人簿冊等（効率的な事務又は事業の処理及び法人公文書の適切な保存
に資するよう相互に密接な関連を有する法人公文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理し
ている法人公文書をいう。以下同じ。）の管理を適切に行うため、法人簿冊等の分類、名称、保存期間
の満了する日の属する年度、保存期間、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項（札幌市
情報公開条例第７条各号に掲げる非公開情報に該当するものを除く。）を記載した目録（以下「法人公
文書目録」という。）を作成しなければならない。ただし、１年未満の保存期間が設定された法人簿冊
等については、この限りでない。 

３ 本市地方独立行政法人は、法人公文書目録を電子情報処理組織を使用する等の方法により、一般の
閲覧に供しなければならない。 

４ 本市地方独立行政法人は、保存期間が満了した法人簿冊等について、重要公文書に該当するものに
あっては市長に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 

５ 本市地方独立行政法人は、前項の規定により市長に移管する法人簿冊等について、第１７条第２項
第１号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認める
場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

６ 本市地方独立行政法人は、法人公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、
市長に報告しなければならない。 

７ 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 
８ 本市地方独立行政法人は、法人公文書の管理が前各項の規定に基づき適正に行われることを確保す

るため、前条第２項の規定を参酌して、法人公文書の管理に関する定め（次項において「法人公文書
管理規則等」という。）を設けなければならない。 

９ 本市地方独立行政法人は、法人公文書管理規則等を設けたときは、これを公表しなければならない。
これを変更したときも同様とする。 
（他の制度との調整等） 

第１３条 この章の規定は、公文書のうち次に掲げるものには適用しない。 
(1) 特定重要公文書 
(2) 図書館その他の市（本市地方独立行政法人を含む。）の施設において一般の利用に供することを目
的として管理しているもの 

(3) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の刊行物で不特定多数の者に販売することを目的として、
実施機関以外のものにより発行されるもの 
第３章 特定重要公文書の保存、利用等 

（特定重要公文書の保存） 
第１４条 市長は、特定重要公文書について、第２９条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永

久に保存しなければならない。 
２ 市長は、特定重要公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な

保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするため
の措置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 市長は、特定重要公文書の分類、名称その他の特定重要公文書の適切な保存及び利用に資するため
に必要な事項を記載した目録を作成し、電子情報処理組織を利用する等の方法により一般の閲覧に供
しなければならない。 
（個人情報の漏えい防止等） 

第１５条 市長は、特定重要公文書に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合
することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、法人
その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業
を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防
止のために必要な措置を講じる等適正な管理を行わなければならない。 
（利用の促進） 

第１６条 市長は、特定重要公文書（次条の規定により利用させることができるものに限る。）について、
展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。 
（特定重要公文書の利用請求及びその取扱い） 

第１７条 何人も、この条例の定めるところにより、第１４条第３項の目録の記載に従い、市長に対し
て特定重要公文書の利用の請求（以下「利用請求」という。）をすることができる。 

２ 市長は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該利用請求に応じるものとする。 
(1) 当該特定重要公文書に次に掲げる情報が記録されている場合 
ア 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別する
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ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
(ｱ) 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定され
ている情報 

(ｲ) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情
報 

(ｳ) 公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５条
第１号ハに規定する公務員等をいう。）の職務の遂行に係る情報（当該情報が当該公務員等の思
想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権
利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別
することができることとなる記述等の部分を除く。） 

イ 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、
地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を
営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又
は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 
(ｱ) 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害
すると認められるもの 

(ｲ) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件
を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

ウ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜
査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 

エ 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業
に関する情報であって、次に掲げるもの 
(ｱ) 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確
な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難
にすると認められるもの 

(ｲ) 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に
係る事業に関し、公にすることにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあると
認められるもの 

  オ 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の
指示等により、公にすることができないと認められる情報 

(2) 当該特定重要公文書がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に実施機関以外のも
のから寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合 

(3) 当該特定重要公文書の原本を利用に供することにより当該原本を破損し、若しくは汚損するおそ
れがある場合又は市長が修復作業等のために当該原本を現に使用している場合 

３ 市長は、利用請求に係る特定重要公文書が前項第１号に該当するか否かについて判断するに当たっ
ては、当該特定重要公文書が作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特
定重要公文書に第８条第３項又は第１２条第５項の規定による記録がされ、又は意見が付されている
場合には、当該記録又は意見を参酌しなければならない。 

４ 市長は、第２項第１号又は第２号に掲げる場合であっても、同項第１号アからオまでに掲げる情報
又は同項第２号に規定する条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる
ときは、利用請求者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分
を除くことにより、利用請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。 
（本人情報の取扱い） 

第１８条 市長は、前条第２項第１号アの規定にかかわらず、同号アに掲げる情報により識別される特
定の個人（以下この条において「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定重要公文書に
ついて利用請求があった場合において、本人であることを示す書類で市長が定めるものの提示又は提
出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場
合を除き、当該特定重要公文書につき同号アに掲げる情報が記録されている部分についても、利用さ
せなければならない。 
（利用請求の手続） 

第１９条 利用請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書（以下「利用請求書」と
いう。）を市長に提出しなければならない。 
(1) 利用請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者
の氏名 
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(2) 利用請求に係る第１４条第３項の目録に記載された特定重要公文書の名称 
(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が定める事項 
（利用請求に対する決定等） 

第２０条 市長は、利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部を利用させるときは、その旨の決定
をし、利用請求者に対し、その旨並びに利用させる日時及び場所を書面により通知しなければならな
い。 

２ 市長は、利用請求に係る特定重要公文書の全部を利用させないときは、利用させない旨の決定をし、
利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 前２項の規定により利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部を利用させない旨の決定をした
場合において、当該特定重要公文書の全部又は一部についての利用が可能となる時期が明らかである
ときは、市長は、その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。 
（利用決定等の期限） 

第２１条 前条第１項又は第２項の決定（以下「利用決定等」という。）は、利用請求があった日の翌
日から起算して１４日以内にしなければならない。ただし、利用請求書に形式上の不備があると認め
られる場合で利用請求者に対して補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、この期間には算入
しない。 

２ 市長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に利用決定等をすることができないとき
は、利用決定等をすべき期限を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して３０日を限度
として延長することができる。この場合において、市長は、速やかに、利用請求者に対し、延長後の
期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 利用請求者は、市長が第１項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して３０日を経過した後
においても、利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部について利用決定等をしないとき（次条
第１項の規定による通知があったときを除く。）は、当該利用決定等がされていない特定重要公文書
を利用させない旨の決定があったものとみなすことができる。 
（利用決定等の期限の特例）  

第２２条 利用請求に係る特定重要公文書が著しく大量であるため、利用請求があった日の翌日から起
算して４４日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる
おそれがある場合には、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は、利用請求に係る特定重
要公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定重要公文書については
相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合において、市長は、同条第１項に規定する期間
内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由 
(2) 残りの特定重要公文書について利用決定等をする期限 

２ 利用請求者は、前項の規定による通知があった場合において、市長が同項第２号に規定する期限を
経過した後においても、利用請求に係る特定重要公文書の全部又は一部について利用決定等をしない
ときは、当該利用決定等がされていない特定重要公文書を利用させない旨の決定があったものとみな
すことができる。 
（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２３条 利用請求に係る特定重要公文書に次に掲げるもの以外のもの（以下この条、第２６条第２項
第３号及び第２７条第２項において「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、市長
は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えるこ
とができる。 

 (1) 市及び本市地方独立行政法人 
 (2) 国、独立行政法人等並びに他の地方公共団体及び地方独立行政法人 
 (3) 利用請求者 
２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定重要公文書の利用をさせようとする場合であっ

て、当該情報が第１７条第２項第１号ア(ｲ)又は同号イただし書に規定する情報に該当すると認めると
きは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければなら
ない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 市長は、特定重要公文書であって、第１７条第２項第１号ウに該当するものとして第８条第３項又
は第１２条第５項の規定により市長以外の実施機関から意見を付されたものを利用させる旨の決定を
する場合には、あらかじめ、当該実施機関に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定重要
公文書を利用させることに反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場
合において、当該特定重要公文書を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日
との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、市長は、利用決定後直ちに、
反対意見書を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日
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を書面により通知しなければならない。 
（利用の方法） 

第２４条 市長が特定重要公文書を利用させる場合には、文書、図画、写真又はフィルムについては閲
覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定
める方法により行う。 

２ 市長は、前項の規定により特定重要公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する場合において、
当該特定重要公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるとき
は、当該特定重要公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。 
（費用の負担） 

第２５条 前条の規定により特定重要公文書（これを複写したものを含む。）の写しの交付を受けるもの
は、その写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 
（異議申立て及び公文書管理審議会への諮問） 

第２６条 利用決定等（第２１条第３項又は第２２条第２項の規定により特定重要公文書を利用させな
い旨の決定があったとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。）について行
政不朋審査法（昭和３７年法律第１６０号）による異議申立てがあったときは、市長は、次の各号の
いずれかに該当する場合を除き、札幌市公文書管理審議会に諮問しなければならない。 
(1) 異議申立てが不適法であり、却下するとき。 
(2) 決定で、異議申立てに係る利用決定等の取消し又は変更をして、当該異議申立てに係る特定重要
公文書の全部を利用させることとするとき。ただし、当該異議申立てに係る特定重要公文書の利用
について反対意見書が提出されているときを除く。 

２ 市長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけれ
ばならない。 
(1) 異議申立人及び参加人 
(2) 利用請求者（利用請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。） 
(3) 当該異議申立てに係る利用決定等について反対意見書を提出した第三者 
（当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。） 

（異議申立てに対する決定） 
第２７条 市長は、異議申立てについて決定をする場合は、その諮問に対する札幌市公文書管理審議会

の答申を尊重しなければならない。 
２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定重要公文書の利用決定等に関する異議申立てに

ついて、次の各号のいずれかに該当する決定をし、特定重要公文書を利用させようとするときは、当
該決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、
市長は、直ちに当該第三者に対し、利用させる旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知
しなければならない。 
(1) 利用決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定 
(2) 異議申立てに係る利用決定等を変更し、当該利用決定等に係る特定重要公文書を利用させる旨の
決定（第三者である参加人が当該特定重要公文書の利用に反対の意思を表示している部分に係る変
更の決定に限る。） 

（実施機関による利用の特例） 
第２８条 第８条第１項若しくは第２項又は第１２条第４項の規定により、特定重要公文書を引き続き

保存し、又は移管した実施機関が、それぞれの所掌事務を遂行するために当該特定重要公文書の利用
を請求した場合には、第１７条第２項第１号の規定は適用しない。 
（特定重要公文書の廃棄） 

第２９条 市長は、特定重要公文書として保存されている文書がその重要性を失ったと認める場合には、
当該文書を廃棄することができる。 

２ 市長は、前項の規定により文書を廃棄するときは、あらかじめ札幌市公文書管理審議会に諮問しな
ければならない。 
（保存及び利用の状況の公表） 

第３０条 市長は、特定重要公文書の保存及び利用の状況について、毎年度、公表しなければならない。 
（特定重要公文書の保存、利用及び廃棄に関する定め） 

第３１条 市長は、特定重要公文書の保存、利用及び廃棄が第１４条から第２５条まで及び第２８条か
ら前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定重要公文書の保存、利用及び廃
棄に関する定めを設けなければならない。 

第４章 公文書管理審議会 
（審議会の設置） 

第３２条 公文書の管理に係る施策の適正かつ円滑な実施を図るため、札幌市公文書管理審議会（以下
「審議会」という。）を置く。 
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２ 審議会は、第２６条第１項及び第２９条第２項の規定により市長から諮問を受けた事項について調
査審議する。 

３ 審議会は、前項に規定する事項のほか、公文書の管理に係る施策に関する重要な事項について市長
に意見を述べることができる。 
（組織等） 

第３３条 審議会は、委員７人以内をもって組織する。 
２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 
３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（部会） 
第３４条 審議会は、その指名する委員３人以上をもって構成する部会を置くことができる。 
２ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（異議申立てに係る審議会の調査審議手続等） 
第３５条 審議会は、必要があると認めるときは、市長に対し、異議申立てに係る特定重要公文書（以

下「対象特定重要公文書」という。）の提示を求めることができる。この場合において、市長は、審議
会の求めを拒んではならない。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会は、異議申立てに係る事件に関し、異議申立人、参加人又は市長
（以下「異議申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っ
ている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

３ 審議会は、異議申立人等から申立てがあったときは、異議申立人等の不利益にならないことが明ら
かである場合等その必要がないと認められる場合を除き、当該異議申立人等に、口頭で意見を述べる
機会を与えなければならない。 

４ 異議申立人又は参加人は、前項の規定により意見を述べるときは、審議会の許可を得て、補佐人と
共に出頭することができる。 

５ 異議申立人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見
書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

６ 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第１項の規定により提示された対象
特定重要公文書を閲覧させ、第２項の規定による調査をさせ、又は第３項の規定による異議申立人等
の意見の陳述を聴かせることができる。 

７ 異議申立人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めること
ができる。この場合において、審議会は、当該閲覧又は複写を求めた異議申立人等以外のものの利益
を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒
むことができない。 

８ 審議会は、前項に規定する閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。 
９ この条に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審議会が認めた場合は、公開すること

ができる。 
１０ 審議会は、異議申立てに係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを異議申立人及び参

加人に送付するものとする。 
（準用） 

第３６条 前条（第１０項を除く。）の規定は、第３４条第２項の規定により部会の決議をもって審議会
の決議とする場合について準用する。 
（意見の徴取等） 

第３７条 審議会は、その所掌事務（異議申立てに係る事務を除く。）を遂行するため必要があると認め
る場合は、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者か
らの資料の提出を求めることができる。 
（審議会の組織及び運営に関する事項についての委任） 

第３８条 第３２条から前条までに規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、
市長が定める。 

第５章 雑則 
（市長の調整） 

第３９条 市長は、この条例による公文書管理制度の円滑かつ統一的な実施を図る上で必要があると認
めるときは、公文書の管理について、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言をすることができ
る。 
（研修） 

第４０条 実施機関は、それぞれ、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効率的に行う
ために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 
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（委任） 
第４１条 この条例に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、実施機関が定める。 
   第６章 罰則 
第４２条 第３３条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この条例は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
(1) 附則第８項の規定 公布の日 
(2) 第４章（第３５条及び第３６条を除く。）及び附則第１２項の規定 この条例の公布の日から起算
して３月を超えない範囲内において市長が定める日 

(3) 第１６条から第２８条まで、第３５条及び第３６条の規定 施行日から起算して１年を超えない
範囲内において市長が定める日 

（経過措置） 
２ 施行日前に作成し、又は取得した公文書の保存期間は、実施機関が現に定めている保存期間とする。 
３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した公文書で、実施機関により１０年を超

える保存期間が定められているもののうち次に掲げるもの以外のものの保存期間は、当該公文書に係
る事案の処理が完結した日（４月１日から５月３１日までの間に完結した前年度予算に係る公文書に
あっては、同年度の末日）の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３０年間とする。 
(1) 法令等により保存期間の定めのある公文書 
(2) 時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある公文書 

４ 前項の規定により施行日の前日前に保存期間が満了することとなる公文書については、施行日の前
日を保存期間が満了する日とみなす。 

 （経過措置に係る公文書の保存期間の延長） 
５ 実施機関は、前２項の規定により施行日の前日に保存期間が満了し、又は同日を保存期間が満了す

る日とみなす公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、
保存期間及び保存期間が満了する日を延長することができる。 

 （経過措置に係る公文書の保存、移管又は廃棄の措置） 
６ 市長は、附則第２項から第４項までの規定により施行日の前日に保存期間が満了し、又は同日を保

存期間が満了する日とみなす公文書（次項において「保存期間満了公文書」という。）について、重要
公文書に該当すると認めるものにあっては特定重要公文書として引き続き保存し、それ以外のものに
あっては廃棄しなければならない。 

７ 市長以外の実施機関は、保存期間満了公文書について、重要公文書に該当すると認めるものにあっ
ては市長に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 
（準備行為） 

８ 第３３条第２項の規定による審議会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、同項の規定の施行前
においても行うことができる。 
（札幌市情報公開条例の一部改正） 

９ 札幌市情報公開条例の一部を次のように改正する。 
  第２３条及び第２４条を次のように改める。 

（適用除外） 
第２３条 札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号に規定する特定重要公文
書については、この条例の規定は適用しない。 
（公開請求に資するための措置） 

第２４条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができる
よう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするも
のの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

（札幌市個人情報保護条例の一部改正） 
１０ 札幌市個人情報保護条例（平成１６年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 
  第４７条に次の１項を加える。 

３ 札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第５号に規定する特定重要公文書に記
録されている個人情報については、この条例の規定は適用しない。 

（札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 
１１ 札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６

年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「属するもの」の次に「及び札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号）第２条第
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５号に規定する特定重要公文書に関する事項」を加える。 
（札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

１２ 札幌市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２８号）の一部を次のように改正す
る。 

  別表その他の附属機関の委員の項中 
「犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会委員」を 
「犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会委員 

に改める。 
「公文書管理審議会委員いいいいいいいいいいいｐ」 
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６ 札幌市公文書管理規則 

平成２５年２月２７日 
規則第４号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、札幌市公文書管理条例（平成 24 年条例第 31 号。以下「条例」という。）第 11 条

第１項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務に係る公文書の管理に
関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 公文書 条例第２条第２号に規定する公文書のうち市長が保有しているものをいう。 
(２) 重要公文書 条例第２条第４号に規定する重要公文書のうち市長が保有しているものをいう。 
(３) 課 札幌市事務分掌規則（昭和 47 年規則第 23 号）別表１から別表３まで及び札幌市区事務分掌

規則（昭和 47 年規則第 24 号）別表１から別表３までに規定する課及びこれに準ずるもの並びにこれ
らに準ずるものをいう。 

(４) 係 札幌市係等設置規程（昭和 47年訓令第８号）別表に規定する係等及びこれに準ずるものをい
う。 

(５) 課長 課の長及びこれに準ずる者をいう。 
(６) 係長 係の長及びこれに準ずる者をいう。 
(７) 簿冊 条例第５条第１項に規定する簿冊をいう。 
(８) 簿冊等 条例第５条第２項に規定する簿冊等をいう。 
（文書主管課長等の設置） 
第３条 公文書の管理に関する事務を統括するため、文書主管課長を置き、総務局総務課長（区役所に

あっては、総務企画課長）をもって充てる。 
２ 課における公文書の管理に関する事務を統括するため、課に文書管理責任者を置き、課長をもって

充てる。 
３ 課における文書の収受（文書を受け取り、その到達を確認することをいう。以下同じ。）及び公文書

の受付、配布、保管、廃棄等に関する事務を処理するため、課に文書主任（以下「主任」という。）、
文書副主任（以下「副主任」という。）及び文書補助員（以下「補助員」という。）を置き、次の各号
に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。 

(１) 主任 課の庶務を担当する係長 
(２) 副主任 課の主任である係長以外の係長 
(３) 補助員 課の係ごとに当該係に所属する職員のうちから文書管理責任者が指名するもの 
（主任等の職務） 
第４条 主任は、文書管理責任者の命を受けて、文書を正確かつ迅速に取り扱うよう努め、課内の文書

に関する次に掲げる事務を掌理する。 
(１) 文書の収受並びに公文書の受付、配布及び発送手続に関すること。 
(２) 公文書の編さん、保存期間の設定等に関すること。 
(３) 公文書の保管及び引継ぎに関すること。 
(４) 公文書の公文書館長への移管及び廃棄に関すること。 
(５) その他文書事務に関し必要なこと。 
２ 副主任は、主任を補佐し、係内の前項各号に掲げる事務を処理する。 
３ 補助員の職務は、主任又は副主任が定める。 
（到達文書の処理） 
第５条 到達した文書は、別に定めるところにより、速やかに処理されなければならない。 
（公文書の作成） 
第６条 文書管理責任者は、条例第４条の規定に基づき公文書が適正に作成されるよう、職員に対し必

要な指示を行うものとする。 
２ 職員は、事案に係る意思決定を行う場合は、公文書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。

ただし、軽易なもの及び緊急の取扱いを要するものについては、この限りでない。 
３ 職員は、事案の報告を行う場合は、公文書を作成し、所定の閲覧に供しなければならない。ただし、

軽易なもの及び緊急の取扱いを要するものについては、この限りでない。 
４ 職員は、第２項ただし書及び前項ただし書の規定により、緊急の取扱いを要する事案（軽易なもの

を除く。）について公文書を作成しないで意思決定又は報告を行った場合は、事後に当該事案について
公文書を作成しなければならない。 

（公文書の編さん） 
第７条 職員は、条例第５条第１項の規定により公文書を簿冊にまとめるときは、別に定めるところに

よらなければならない。 
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（簿冊等の分類、名称及び保存期間等） 
第８条 職員は、総務局総務課長が別に定める基準に従い、簿冊等を分類するとともに、名称を付し、

保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 
２ 前項の名称は、当該簿冊等に係る事務及び事業の性質、内容等を分かりやすく示すものでなければ

ならない。 
３ 第１項の保存期間は、簿冊にまとめられた公文書の内容（単独で管理する公文書にあっては、その

内容）に応じ、別表のとおりとする。 
４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簿冊等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。 
(１) 法令等に保存期間の定めのある公文書若しくは時効が完成するまでの間証拠として保存する必要

がある公文書又はこれらがまとめられた簿冊 当該法令等に定める期間又は当該時効の期間を考慮し
て文書管理責任者が定める期間 

(２) 軽易な公文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれらがまとめられた簿
冊 当該簿冊等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると文書管理責任者が認める期間 

５ 前２項の規定にかかわらず、文書管理責任者は、簿冊等が、その保存期間の満了の際に、次の各号
のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間が経過するまでの間保存期間を延長しなければ
ならない。この場合において、当該簿冊等が他の号にも該当するときは、それぞれの期間が経過する
日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。 

(１) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間 
(２) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟（当該訴訟の上訴を含む。）が終結するまでの期

間 
(３) 不朋申立てがなされた事案に関係するもので当該不朋申立てに対する裁決又は決定の日の翌日か

ら起算して１年を経過していないもの 当該裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間 
(４) 札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）第５条の規定による公開又は札幌市個人情報保護

条例（平成 16年条例第 35 号）第 14条第１項、第 26 条第１項若しくは第 33条第１項の規定による開
示、訂正若しくは利用停止の請求があったもの 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算し
て１年間 

(５) その他職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要とす
る期間 

（保存期間の起算日） 
第９条 簿冊等の保存期間の起算日は、別に定める当該簿冊等が完結した日の属する年度の翌年度の４

月１日とする。ただし、前条第４項第２号に掲げる簿冊等でこれによることが適当でないと文書管理
責任者が認めるものについては、当該簿冊等が完結した日を起算日とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、同一の事案について引き続き作成される簿冊等が複数ある場合にお
いては、これらの簿冊等の保存期間の起算日は、当該事案に係る最後の簿冊等が完結した日の属する
年度の翌年度の４月１日とすることができる。 

（移管又は廃棄の定め） 
第 10条 文書管理責任者は、条例第５条第５項の規定に基づき、簿冊等について、保存期間（延長され

た場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできるだけ早い時期に、保存期間が満
了したときの措置として、次の各号に掲げる公文書及び文書管理責任者が重要公文書に該当すると認
める公文書にあっては公文書館長に移管する措置を、それ以外のものにあっては廃棄する措置を採る
べきことを定めなければならない。 

(１) 別表 30年の欄第１号及び第２号に掲げる公文書、同欄第３号に掲げる公文書のうち任免及び賞罰
の方針又は基準並びに職員の配置計画及び定数管理に関するもの並びに同欄第４号から第８号までに
掲げる公文書（同号クに掲げるもののうち工事設計等に関するものにあっては、特に重要なものに限
る。） 

(２) 別表 10年の欄第６号から第８号までに掲げる公文書 
２ 文書管理責任者は、前項の規定により採るべき措置を定めるに当たっては、必要に応じ、公文書館

長と協議を行うことができる。 
３ 公文書館長は、第１項の規定により文書管理責任者が簿冊等について廃棄の措置を採るべきと定め

た場合であっても、当該簿冊等が重要公文書に該当すると認めるときは、当該文書管理責任者に公文
書館長への移管の措置を採るべきことを求めることができる。この場合において、当該文書管理責任
者は、当該求めを参酌して第１項の規定による定めを変更することができる。 

（簿冊等の保管） 
第 11条 文書管理責任者は、前年度又は現年度に完結した簿冊等及び完結していない簿冊等を、別に定

めるところにより、課の事務室内において保管しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録である簿冊等については、文書管理責任者は、その内容に応

じた適切な場所に保管するものとする。 



53 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、別に定める簿冊等については、総務局総務課長がこれを保管すること
ができる。 

（簿冊等の保存） 

第 12条 文書管理責任者は、前々年度に完結した簿冊等で保存期間が２年以上であるものを、文書主管

課長に引き継がなければならない。ただし、文書主管課長が認める場合には、当該簿冊等を引き続き保

管し、又は文書管理責任者が指定する場所において保存することができる。 

２ 前項の規定による場合のほか、文書管理責任者は、簿冊等の適正な管理の上で必要があると認める
ときは、文書主管課長と協議の上、保管する簿冊等を文書主管課長に引き継ぐことができる。 

３ 文書主管課長は、前２項の規定により引継ぎを受けた簿冊等を所定の場所において保存しなければ
ならない。 

（公文書目録の作成） 
第 13条 文書管理責任者は、条例第７条第１項の規定に基づき、別に定めるところにより、公文書目録

を作成しなければならない。 
２ 総務局総務課長は、条例第７条第２項の規定に基づき、前項の公文書目録を、電子情報処理組織を

使用する等の方法により、一般の閲覧に供しなければならない。 
（保存期間が満了する簿冊等の取扱い） 
第 14 条 第 10 条第１項の規定により廃棄する措置を採るべきことを定めた簿冊等について、保存期間

が満了するときは、文書管理責任者は、当該措置の適否について検討を行い、必要に応じこれを変更
するものとする。 

２ 文書管理責任者は、前項の規定に基づき検討を行った簿冊等のうち、なお廃棄する措置を採るべき
こととした簿冊等について、総務局総務課長に報告しなければならない。 

３ 総務局総務課長は、前項の規定により報告を受けた簿冊等のうち公文書館長が指定するものの廃棄
について、札幌市公文書管理審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くものとする。 

４ 前項の場合において、審議会が廃棄すべきでない旨の意見を述べた簿冊等については、当該簿冊等
を所管する課の文書管理責任者は、当該意見を尊重し、当該簿冊等を廃棄する措置を変更し、又は保
存期間を延長するものとする。 

（保存期間が満了した簿冊等の移管又は廃棄） 
第 15条 文書管理責任者は、保存期間が満了した簿冊等について、第 10条第１項の規定による定め（同

条第３項又は前条第１項若しくは第４項の規定により変更された場合を含む。）に基づき、公文書館長
に移管し、又は廃棄しなければならない。 

２ 文書管理責任者は、前項の規定により公文書館長に移管する簿冊等について、条例第 17条第２項第
１号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その
旨の意見を付さなければならない。 

（管理状況の報告等） 
第 16条 文書管理責任者は、公文書目録の作成状況その他の公文書の管理状況について、毎年度、総務

局総務課長に報告しなければならない。 
２ 総務局総務課長は、前項の規定により各文書管理責任者から報告を受けた公文書の管理状況及び条

例第９条第１項の規定により市長以外の実施機関から報告を受けた公文書の管理状況を取りまとめ、
毎年度、その概要を電子情報処理組織を使用する等の方法により公表しなければならない。 

（適用除外） 
第 17条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25年規則第 27号） 
この規則は、平成 25年７月１日から施行する。 
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別表 

保存期間 30年 10年 ５年 ３年 １年 

該当する 

公文書 

(１) 条例及び規則の制定改廃に関する公

文書 

(２) 議会の会議録、議案、報告その他市議

会に関する公文書 

(３) 職員の人事（軽易なものを除く。）に

関する公文書 

(４) 他市町村との廃置分合及び境界変更

に関する公文書 

(５) 区の設置及び境界変更、町名整備並び

に住居表示に関する公文書 

(６) 本市域内の災害に関する公文書（災害

対策本部が設置された場合に関するもの

及びこれに準じるものに限る。） 

(７) 褒章、变位、变勲及び表彰に関する公

文書 

(８) 次に掲げる公文書であって、10年を超

えて業務に使用する必要があるもの 

ア 訓令、告示その他の例規の制定改廃

に関する公文書 

イ まちづくり戦略ビジョン及びこれに

基づく実施計画に関する公文書（こ

れらの企画立案の事務を分掌してい

る課が保有するものに限る。） 

ウ 法令に基づき策定した計画その他の

計画に関する公文書（イに該当する

ものを除く。） 

エ 個別の事業及び各種制度に係る計画

（ウに該当するものを除く。）、実

施及び報告に関する公文書 

 

(１) 訓令、告示その他の例規の制定改廃に

関する公文書（30年の欄第８号に該当するも

のを除く。） 

(２) まちづくり戦略ビジョン及びこれに基

づく実施計画に関する公文書（これらの企

画立案の事務を分掌している課が保有す

るものに限り、30年の欄第８号に該当する

ものを除く。） 

(３) 法令に基づき策定した計画その他の計

画に関する公文書（30年の欄第８号及び前

号に該当するものを除く。） 

(４) 要綱、要領、指針等の制定改廃に関す

る公文書（30年の欄第８号に該当するもの

を除く。） 

(５) 個人又は法人の権利義務の得喪に係る

審査基準等の制定改廃に関する公文書（30

年の欄第８号に該当するものを除く。） 

(６) 市政に重要な影響を与えた市政要望に

関する公文書 

(７) 市長の事務（市長から副市長に委任さ

れた事務を含む。）の引継ぎに関する公文

書 

(８) 公文書の移管又は廃棄の記録を取りま

とめた公文書 

(９) 次に掲げる公文書であって、５年を超

えて業務に使用する必要があるもの（30

年の欄第８号に該当するものを除く。） 

ア 個別の事業及び各種制度に係る計画

（第３号に該当するものを除く。）、

実施及び報告に関する公文書 

(１) 会計経理に関する公文書 

(２) 職員の人事に関する公文書のうち、軽易

なもの 

(３) その他３年を超えて業務に使用する必要

があると認める公文書（30年の欄及び10年の

欄に該当するものを除く。） 

(１) 給与の支払に関する公文書 

(２) 常例的事務の執行に必要な公文書 

(３) その他１年を超えて業務に使用する必要

があると認める公文書（30年の欄、10年の欄

及び５年の欄に該当するものを除く。） 

(１) 文書の収受並びに公文書の受付及び発送

に関する公文書 

(２) 軽易な諸願届及び照会に関する公文書 

(３) その他１年を超えて業務に使用する必要

がないと認める公文書 
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オ 要綱、要領、指針等の制定改廃に関

する公文書 

カ 個人又は法人の権利義務の得喪に係

る審査基準等の制定改廃に関する公

文書 

キ 訴訟及び不服申立てに関する公文書 

ク 契約、工事設計等に関する公文書 

ケ 財産の取得及び処分に関する公文書 

コ 本市が関与した団体等の設置又は廃

止に関する公文書 

サ 統計に関する公文書 

シ 予算編成及び決算調製に関する公文

書（各会計の予算編成及び決算調製

の事務を分掌している課が保有して

いるものに限る。） 

ス 行財政改革及び行政評価に関する公

文書（行財政改革及び行政評価の総

括の事務を分掌している課が保有し

ているものに限る。） 

セ 国、北海道又は他市町村との協議決

定に関する公文書 

(９) その他10年を超えて業務に使用する

必要があると認める公文書 

イ 訴訟及び不服申立てに関する公文書 

ウ 契約、工事設計等に関する公文書 

エ 財産の取得及び処分に関する公文書 

オ 本市が関与した団体等の設置又は廃

止に関する公文書 

カ 統計に関する公文書 

キ 予算編成及び決算調製に関する公文

書（各会計の予算編成及び決算調製の

事務を分掌している課が保有している

ものに限る。） 

ク 行財政改革及び行政評価に関する公

文書（行財政改革及び行政評価の総括

の事務を分掌している課が保有してい

るものに限る。） 

ケ 国、北海道又は他市町村との協議決定

に関する公文書 

(10) その他５年を超えて業務に使用する必

要があると認める公文書（30年の欄に該当

するものを除く。） 
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○利用案内 

 

開館時間 

午前 8時 45分～午後 5時 15分 

 

休館日 

日曜日、月曜日、祝日 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

交通アクセス 

地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅下車 6・7番出口から徒歩 3分 

地下鉄南北線「中島公園」駅下車 1・2番出口から徒歩 5分 
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